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 みなさん、昨年はどんな年でしたか？私は、戦

争法と呼ばれる安全保障法が成立し、労働者派遣

法等の労働法制が変わるなどしたため、歴史的に

大きく転換した年だと思います。 

 戦争できる国になれば、社会保障費は切り詰め

られ、軍事費は増えていくでしょう。現にそうな

りつつあります。私たちは、人々が強い国造りを

目指し、社会的・経済的な弱者に目を向けなくな

ることを恐れるのです。また、労働法制改悪問題

も同様です。非正規雇用者が２０００万人を優に

突破しました。私たちは、今以上に経済的に困窮

する人々が増えることを憂うのです。 

 貧困をなくそうと運動している立場の者は、こ

ういった政治的な問題についても無関心でいるわ

けにはいきません。ただ、この政治状況が一朝一

夕に変わるものとは思えません。私たちは、これ

まで以上に、他の福祉団体や専門家と手を取りあ

いながら、シェルター活動、相談活動、食事や住

まいの提供などの活動を広めていかなければなり

ません。 

 世の中は、競争だけではなく、「人と人がお互

いに手を取りながら助け合うことによって､より

安心で安定した社会となる」ことを信じて、今年

も一緒にがんばりましょう。一人一人の努力は必

ず世の中を変えるはずです。 

 代表 山田延廣弁護士 

 １２月８日（火）、９日（水）の両日、広島駅

南口＝エールエール地下広場において、恒例の反

貧困ネット主催、年越し生活相談会を開催した。 

年末相談会は、住居がない

方や生活に困窮されている方

が安心して新年を迎えていた

だけるように実施しており、

弁護士や司法書士、社会保険

労務士など多くの専門家たち

が参加し、相談を受け、問題の解決に向け努力し

た。  

 全体の相談件数は２日間で８９件（面談８４

件、電話５件）であり、初日、テレビ局が３社ほ

ど取材に来てくれたので、２日目はもっと相談者

があふれるかと期待したが、前回（９月１６４

件）に比べ相談数は減少した。 

 相談事例の中で、今の世の中を反映しているよ

うな相談があった。Ｂさんの発言はこんなもので

あった。「僕はシリアに行きたいんですよ。戦争

でもいいから、生きている実感を味わいたい。今

の仕事をやって１７年になるけど、給料はほとん

ど上がらないし、仕事場では年寄りばかりで話も

できない。孤立しているんですよ。」 

こちらから、「具体的にシリアに行く方法を探

したんですか？アラビア語など勉強したんです

か？」などと聞いていくと話があいまいとなっ

た。そして、彼が話してきたことは、今年になっ

て父親が死んでショックを受けたこと、母親と一

緒に生活しているが、母親が死んでしまったら自

分一人の給料では生活できなくなってしまう。今

後の生活が不安なんですよということであった。

今までは両親の年金があって、何とか生活するこ

とができたが、現実に父親の死に直面したことか

ら、一挙に生活不安が襲ってきたということであ

る。 

 社会的孤立、仕事場での孤立、生きがいの喪

失、生活不安、こうしたもの

がさまざまに錯綜して、出た

来たものが「シリアでの戦闘

行為に参加したい」というも

のであった。彼の考えを批判

することは簡単だが、その前

に、時代の閉塞感、絶望、孤立、生活不安といっ

たものを感じさせられて、こちらも少し深刻に

なってしまった。（T） 



住宅扶助費引下げ 

「死ぬのはイヤだ！生きぬくためにつながろ

う！」 

２０１５年１０月１７日東京田町の交通ビルで反

貧困ネットワーク全国集会が開かれました。 

当日は３５０人が会場に集まり、子どもの貧

困、下流老人など、近年非常に深刻な問題として

注目されているテーマで分科会が行われました。

私が参加した分科会「子どもの今を支える」では

生活困窮に陥っている家庭の子どもに居場所を提

供する取り組みが紹介されました。その中で印象

に残ったのは、神奈川県NPO法人パノラマの田奈高

校「ぴっかりカフェ」の取り組みです。ぴっかり

カフェは、家庭で困難を抱えている生徒が多い、

いわゆる「課題集中校」の図書館をカフェとして

運営し、高校に通う生徒の居場所として機能させ

ていました。生徒がカフェに通い、NPO法人の支援

者と歌を歌ったり、お店の手伝いをしていく中

で、自分の家庭の問題を話し始めるようになる

と、早期の支援が可能になるということでした。 

活動報告会では、反貧困ネットワーク広島の

行っている相談会、ほっとサロン、シェルターな

どの取り組みを紹介させていただきました。シェ

ルターの運営については会場の方々に関心を持っ

ていただいたようで、報告後に多くの質問が寄せ

られました。また、他県の反貧困ネットワークの

報告を聞き、広島のように多様な取り組みを行っ

ている県はなかったので、これからもこの取り組

みを継続させていきたいと、改めて感じました。

（Y） 

 相談会集計 

性別：男性２６名、女性５４名、不明９名 

年代：２０代１名、３０代６名、４０代１０名、５０代１８名、６０代１３名、７０代２２名、８０代６名 

   ９０代１名、不明１３名 

知的媒介：通りがかり３９名、法テラスから９名、チラシ８名、紹介１０名マスコミ等３名、その他５名      

     不明１５名 

相談内容：相続１５名、借金・貸金１３名、生活苦９名、年金６名、生活保護５名、医療・保険５名、離婚     

４名、賃貸借４名、税金３名、労働３名、子育て・介護３名、家族２名、パワハラ・セクハラ２名、改正、

契約トラブル、就労支援、契約書作成、人間関係、ホ－ムレス、マイナンバ－、行政対応、こころ、雨漏

り、窃盗被害、各１名、その他４名 

厚生労働省の通知により、２０１５年７月か

ら、生活保護制度の中の住宅扶助基準が、全国的

に引き下げられました（広島市、単身世帯の場

合、４０００円の引き下げ、２人世帯の場合、９

０００円の引き下げ）。 引き下げの根拠は、年

収３００万円以内の「一般低所得者世帯」の家賃

額と、「生活保護受給世帯」の家賃額を比較した

結果、生活保護世帯の方が家賃額が高い、という

ものでした。しかし、「一般低所得者世帯」に

は、生活保護基準に満たない生活をしている方

や、劣悪な住居に住んでいる方も含まれていま

す。 

そもそも、厚生労働省は健康で文化的な住居の

基準として、住生活基本計画で定められた「最低

居住面積水準」を用いていますが、３分の１の民

間借家はその水準に達しておらず、単身の生活保

護受給世帯の３１％が水準以下の劣悪な住居で生

活しています。    

今回の住宅扶助基準の引き下げは、ただでさえ

劣悪な住居で暮らしている生活保護利用者の住環

境をさらに悪化させるものです。労働環境の悪化

と社会保障制度の不備により、低所得にならざる

を得ない世帯と、生活保護利用世帯を比較するこ

とはやめ、すべての人々が命を脅かされない、安

心な生活、生活できる賃金を国が保障すべきで

す。日本国憲法25条における「健康で文化的な最

低限度の生活」を社会の進歩に合わせて作り上げ

ていくことが、日本国憲法の理念に合致するもの

だと考えます。 

さて、住宅扶助基準の引き下げには、厚生労働

省の通知により、住宅扶助基準の引き下げによる

影響を緩和する「経過措置」の適用が認められて

います。高齢・障害、転居によって通勤・通学に

支障が出るなど、一定の要件に当てはまれば、今

後も現在の住まいに住み続けられる可能性があり

ます。詳しく知りたい方は、反貧困ネットワーク

広島までご相談ください。（Y） 



利息制限法金利引下げ実現全国会議山口シンポに参加して 

広島つくしの会 新家隆史 

１１月２９日（日）、山口市湯田温泉町にて、

利息制限法金利引下げ実現全国会議シンポジウム

が行われ、広島つくしの会から６名参加しまし

た。 

同会議は、２００７年３月に、利息制限法の利

率を適正金利まで引下げることを目的として、利

息制限法下における多重債務被害の実態の把握と

調査・研究及び救済を目的に、学者、弁護士、司

法書士、税理士、被害者の会などを中心に結成さ

れました。今回が２８回目の全国会議で、「私た

ちの考える利息制限法の上限金利」生活を破壊し

ない金利を！をテ－マに約３０名が参加しまし

た。最初に地元被害者Aさんの事例報告がありまし

た。 

Aさんは銀行、信販会社のカ－ドロ－ン５社から

合計約４５０万の借入残高があって、大手サラ金

業者の審査で断られたのですが、地元貸金業者E社

は融資のOKが出たそうです。そこで、Aさんは１０

万円の借り入れをしました。年利１８．０％で１

回の返済額は１万８４０円で合計１０回支払い、

総額１０万８４００円の支払いでした。しかし、

３回目の支払いが済んだところで、A社から信用が

出来たので借増しを持ちかけられ、Aさんはこれに

応じ１０万円借増ししました。こんな要領で借増

しを繰り返し、契約の２年後には貸付残高７２万

円、元金残高４７万円になっていました。このよ

うに、３回から５回の返済が終わるたびに、A社か

ら借増しを持ちかけられ、一向に返済が終わら

ず、逆に借入額、返済額を増加させる手口につい

ての報告がありました。日常の相談者の傾聴で

は、貸金業者から借増しを持ちかけられると必要

としていなくても、もしものために借増しに応じ

てしまう心理を突く悪質な手口だとあらためて思

いました。 

柴田昌彦税理士は、利息制限法の上限金利が元

金１０万円未満年利２０％、１０万から１００万

円が年利１８％、１００万円未満が１５％と３区

分されている合理的な理由はなく、利率は一律で

よいと指摘され、シンポ参加者一同は、利息制限

法の上限金利を８％にするよう求めていくことを

確認しました。 

他に、私が気になったのが民法上の成人年齢引

き下げと総量規制の抜け穴（サラ金保証付きの銀

行融資）や保証人問題などです。 

私たち被害者の会がするべきことは沢山あるこ

とを感じた１日でした。 

今回は、私たちと同じ困窮者対策、中でも子ど

もの貧困問題に取り組んでおられるということで

お話をいただきました。 

中本ばっちゃんこと、中本忠子さんが保護司を

されていた際、少年に諭していたところ、お腹の

音が「ぐーっ」と鳴り、少年が何も食べていない

ことがわかり、中本さんが「気づかずにごめん

ね」と急いで食事を作って食べさせたそうです。 

「自分の食べるのも我慢して子どもに食べさせ

る」のが親でしょうが、それとは反対に、薬物依

存や精神疾患などの影響で「親が、親自身の弁当

だけ買ってきて食べて、子どもの分は無く冷蔵庫

もいつも空っぽ」の少年、子どもの分まで含めて

支給されている生活保護費を親が支給日から数日

で使い切り、電気・水道などが止められてしまう

少年、親から木のハンガーで叩かれる少年、親の

薬物注射を見たり薬物を買いに行かされる少年、

親など受け入れ先がないため軽微な犯罪でも少年

院送致となってしまう少年、幼少時から施設で育

ち、「施設では泣いても誰も助けてくれないから

声を出さずに泣く」と言っていた少年、夏休みな

ど長期の休みはもちろん、土日も給食がないた

め、お腹をすかせている少年、型枠や建築など真

夏も外で肉体労働に就くのに朝食も昼食を買うお

金もない少年、「寂しい。誰かと話したい。」と

やってくる少年・・・ 

小さいときから親や心安まる家庭に縁がなく、

食事も満足にとれず、また居場所もないために万

引や暴力などの問題を起こす少年たちに対し、食

べて語ろう会は、食事や居場所を提供し、非行か

らの改善更生を支援する活動をされています。 

具体的には、毎月第１・第３日曜の午後３時～

７時は広島中央公民館実習室で、その他の日の午

前１１時～午後８時は、新たに新設された「横川

の家」で、保護司、更生保護女性会員らスタッフ

が、広島市内や遠く廿日市から通ってくる４０、

５０人（１日あたり１０人程度）の少年らの話を

聞きながら一緒に食事を作って提供しているそう

です。（A） 

定例会勉強会(H25.10.20)「食べて語ろう会・中本ばっちゃん」活動報告について 



世帯内訳：単身７６２名、夫婦３１名、親子５０名 

共同募金の御願い 

 共同募金（赤い羽根）の社会課題解決プロジェクト振込用紙による活動資金のご援助をお願いします。 

 ＊振込料無料 所得税寄付金控除 有 

 ＊期間 ２０１６年１月１日から３月３１日まで 

 ＊反貧困ネット用の共同募金会振込用紙で入金いただいた募金は、広島県共同募金会から、全額が当団体に助成され

ます。 

 どうぞご支援をお願い致します。 

春の講演会のお知らせ 

 ３月１２日（土）午後１時３０分から、広島市南区地域福祉センタ－大会議室において、住まいの貧困に取り組むネット

ワ－クなどの活動をされている稲葉 剛さんに「現代日本における住まいの貧困」をテ－マにご講演いただきます。こちら

も是非お誘い合わせの上、ご参加ください。 

【稲葉 剛さんプロフィ－ル】 

 ２００１年自立生活サポｰトセンタ－・もやいを設立し、幅広い生活困窮者への相談・支援活動に取り組む。 

現在、認定ＮＰＯ法人自立生活サポ－トセンタ－・もやい理事、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、住まいの貧

困に取り組むネットワ－ク世話人など 

今後の相談会日程（いずれも会場は広島駅南口地下広場、時間10：00～17：00） 

２０１６年 ３月２９日（火）・３０日（水） 暮らしとこころの相談会（弁護士会主催） 

２０１６年 ６月２１日（火）・２２日（水） まちかど生活相談会（反貧困ネット主催） 

２０１６年 ９月 ６日（火）・ ７日（水） 暮らしとこころの相談会（弁護士会主催） 

２０１６年１２月 ６日（火）・ ７日（水） 年末年越し相談会（反貧困ネット主催） 

【相談会について】 

 例年、３月と９月は厚労省の自死問題取組月間のため、日弁連が全国一斉で 

「暮らしとこころの相談会」を実施しています。 

そのため、広島弁護士会が主催となり、反貧困ネット広島も共催で実施しています。 

 他方、６月と１２月は、反貧困ネットが主催で開催している「まちかど生活相談会」で

す。もともと、反貧困ネットは、１２月に住まいも食べ物もなく凍えている派遣切り労働

者を救済しようと活動を開始したため、駅前地下広場という寒い会場でも頑張って相

談会を続けています。 

  会員募集中です 

正会員（個人）年会費 ２，０００円 正会員（団体）  年会費 ５，０００円 

賛助会員（個人）年会費 ５，０００円 賛助会員（団体） 年会費１０，０００円 

会費・寄付振込先：反貧困ネットワ－ク広島 

広島銀行白島支店 普通３２３５４０１：郵便為替 ０１３９０－１－９８３３８ 

年代 男性 女性 合計 

10代 6 14 20 

20代 68 39 107 

30代 137 29 166 

40代 148 41 189 

50代 138 34 172 

60代 81 23 104 

70代 28 10 38 

80代 4 4 8 

不明 13 26 39 

合計 623 220 843 

【シェルタ－利用状況】 

2015年12月17日（2009年5月以降の累計） 

  ＮＰＯ法人  反貧困ネットワ－ク広島  事務局   相  談  専  用  電  話 

  広島市中区東白島１４－１５ＮＴＴクレド白島ビル７階       ０９０－４８９０―１５７９ 

  広島総合法律会計事務所内                     平日１０：００～１７：００ 

  電話：082-227-8181   ＦＡＸ：082-227-1200 

 反貧困ネットワ－ク広島では、お

米、ラ－メン、そうめん、など保存

食やタオルなどの寄付も随時おまち

しています。 


